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～～自自転転車車車のの事事故故防防防止止対対策策策～～自転車の事故防止対策～
交通安全対策シリーズ

「事故をした自転車の責任」とは？　法律違反をして事故を起こすと、自転車利用者は刑事上の
責任が問われます。また相手の身体や財物に損害を与えた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。

■自転車に損害保険付保を

　義務付ける自治体も！

　兵庫県で平成27年10月から自転

車損害賠償保険等への加入を義務

付けたことを皮切りに、大阪府や

滋賀県、鹿児島県、埼玉県、京都府

でも自転車保険の加入の義務化の

動きが進むなど、自転車事故およ

び事故の防止に関心が高まってい

ます。しかし、まだまだ自転車事故

については自動車ほど安全対策が

徹底できていないのが実情です。

■高額化する損害賠償金！

　2017年12月に、女子大学生が

スマートフォンを手に持ちながら

電動アシスト自転車を運転し、77

歳の女性歩行者に衝突して死亡さ

せたことは大きな話題になりまし

た。事故当時、この大学生は左手

にスマホ、右手に飲み物を持ちな

がらハンドルを支え、左耳にはイ

ヤホンをしていたということです。

　自転車事故の加害者に高額な賠

償判決がなされることもあります。

男子小学生が夜間、帰宅途中に自

転車で走行中、歩道と車道の区別

のない道路において歩行中の62

転はしない」「傘をさしながら運

転しない」「飲酒運転はしない」

「信号は正しく守る」「二人乗り

をしない」といったことを徹底す

るようにしましょう。

　自転車がクルマの事故への備え

と異なるのは、被害者救済のため

の強制保険（自賠責保険）がなく、

任意で加入できる対象となる保険

の周知が図られていないことです。

自治体が保険付保の義務化を進め

ているのは、事故の加害者となっ

てしまった時に備え、損害賠償資

金の確保をしておくためです。対

象となる保険や現在加入している

保険に関して、身近な保険代理店

に相談するとよいでしょう。

　警察庁の統計によると、平成

29年中の自転車事故件数は９万

407件でした。年々、わずかなが

らも減少傾向にあるものの、依然

として高水準での発生件数となっ

ています。

　ルールを守り、無理な運転をし

なければ自転車事故を防ぐことは

できます。「一時停止と安全確認

をしっかり行う」「夜間は必ずラ

イトを点灯する」「道路は並んで

走らない」「携帯電話を使用した

りイヤホンをかけたりしながら運

■ルールを守った運転と

　万一の際の備えを！

自転車利用の主な交通ルールと違反した場合の罰則

　最近、自治体で自転車に対
して損害保険付保を義務付け
る動きが広がっています。自
転車事故による高額賠償請求
事例が全国各地で散見される
など、自転車の事故に対する
社会的な責任の重みが増して
きています。事故防止と万一
の際の賠償責任に備えること
が大切です。

歳の女性と正面衝突し、女性は頭

蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が

戻らない状態になった事故では、

9,521万円の損害賠償が求められ

ました。ほかにも、男性が赤信号を

無視して交差点を直進し、青信号

で横断歩道を歩行中の女性に衝突

した事故では、男性に4,746万円の

損害賠償が求められました。こう

した賠償責任は、未成年といえど

も責任を免れることはできません。

５年以下の懲役
または100万円以下の罰金

５万円以下の罰金

２万円以下の罰金
または科料

３か月以下の懲役
または５万円以下の罰金

●飲酒運転はいけません

●携帯電話を使用したりイヤホンをかけたりし
ながらの運転はいけません
●夜間は必ずライトを点灯しましょう
●傘をさしながらの運転はやめましょう
●不良整備で運転してはいけません
●道路は並んで走らないようにしましょう
●二人乗りをしないようにしましょう
●一時停止と安全確認をしっかり行いましょう
●信号は正しく守りましょう



　企業を取り巻く様々なリスクに対して、損害保険は実に幅広い補償を提供しています。しかし、そ
の保険選びが企業のリスク実態に合っていなければどうなるでしょうか？今回は、そんなミスマッチ
の実例ならびに、ミスマッチを防ぐポイントについて取り上げます。

～リスクに合った保険を選定しよう！～

企業におけるリスクマネジメント
ワンポイント講座 損害保険代理店活用シリーズ

ＮＰＯ法人リスク・エイド　副代表理事　　伊集院　剛史

●損害への備えをどうするか？
　近年、豪雨による浸水被害が頻発しています。当然、１
階部分にある物件においては水害による損失が想定され
るわけですが、テナントビルの１階部分で営業する飲食店
や美容室などの店舗では、借室部分に1,000万円以上の
経費をかけて造作を設置するケースが少なくありません。
　１階部分の店舗であれば、これらの造作が浸水により
損害を受ける可能性はとても高く、この損害への備えを
どのようにするのかが課題となります。
　浸水による直接の被害に加え、復旧までの期間は業務
を停止しなければならない事も考えられます。人的・物
的・金銭的の面から対応策を検討しておくことが求めら
れます。
　例えば金銭的な面では、被害を具体的にイメージして、
何にいくらぐらいの費用が復旧までにかかるのか試算す
ることとなります。この費用をどう補填するか考える上
で選択肢の一つとなるのが火災保険です。

●リスク想定からはじめよう
　2011年4月に発生した、焼肉店が提供したユッケに
よる集団食中毒事件は、報道によると遺族や被害者への
約1億7,000万円の賠償命令に対し、支払われた保険金
が9,000万円弱と、損害額の約半分に留まっています。
　この運営会社は2011年7月
に解散していますが、保険加入
にあたり、「どのような事態
で」「どのような損害が生じる
か」「その規模はどれくらい
か」を検証した上で対策を講じ
ていれば、その後の状況が変わ
った可能性もあります。
　また、2016年12月に発生し
た、糸魚川大規模火災では、火
元となった中華料理店にて大型

コンロの消し
忘れが原因と
されており、
強風の影響も
あり類焼範囲
が約40,000
㎡と広範に及
んだために甚
大な被害が生
じました。被
害総額は数十
億円に及ぶと
いわれています。
　その他、ホテルなどの建物を所有者から１棟全体を借
りて事業を行う際に、その建物にテナントである事業運
営会社が火災保険をかけるケースがありますが、この建
物に事故があった場合、保険金請求権は建物の所有者に
しかありません。建物の修理（保険金の使い方）を巡っ
てトラブルになることを防ぐためには、事前に所有者を
交えた検討が望まれます。
　これらの例からも、保険選定は図表のように、事前に
自社のリスクをしっかりチェックしたうえで行われるこ
とをお勧めいたします。

「造作」とは？　建築内部に設置した畳、建具、電気・水道施設など、仕上げ材・取り付け材
の総称。

リスクを洗い出し、しっかり対策を立てよう

リスクと保険のミスマッチ解消のためのチェックポイント

チェックポイント

どのような事態が起きて、
その結果どのような損失が生じるか

保険選定の注意点

損失想定（リスクの洗い出し）は、人的
・物的・賠償・収益の４つの視点で

その損害額はどれくらいか 想定される損害額について保険による対
応の有無を検討する

その損害額は
保険でどこまでカバーされるか

補償額は損害額の100％なのか、あるい
は制限（縮小）されるのかを確認する

その保険は、
自社に保険金が入るのか

財物にかける保険の保険金請求権は、そ
の財物の所有者のみである点に注意



E-mail　ayumi-p@nifty.com
ホームページ　http://www.ayumikikaku.com/


